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第２回運営委員会（オンライン会議 zoom 併用） 報告 

開催日：令和４年２月１８日（金） 
時間：１５：００～１５：３５  場所：ランチルーム 
議長：北嶋先生         司会：小山副会長 
出席者：運営委員５９名（ランチルーム１９名、zoom３５名、 
    有効委任状５名）・校長・後援会会長 
 
          
ＰＴＡテーマ「できる人が できる時に できることを」 

 
＊あいさつ 
・鶴田ＰＴＡ会長より 

皆様、こんにちは。本日は運営委員会に参加いただきありがとうございます。 

所沢小学校の感染状況については、ほっとメールで随時連絡をもらえるので、保護者の皆様もある

程度、状況を把握されていると思います。他の学校では感染の情報が保護者におりてこなくて状況

がわからないままでいるという話しも聞きました。誰がいつ感染してもおかしくない状況なので引

き続き学校と保護者で協力しながら子供たちの学校生活を支えて参りましょう。 

本日の運営委員会については、事前に配布した資料をもとに進めて参ります。 

運営委員の皆様からの事前意見として、審議事項２件についてはご賛同いただける意見はありま

したが、否定的な意見はありませんでした。 

所沢小学校ＰＴＡをよりよい組織にしていくために大きな一歩を、皆様とともに歩んでいければと

思いますので、審議事項についてはご協力お願いします。 

協議事項についてはＰＴＡ会費の金額変更についてとなります。本部会で話し合いを重ねてきた

案件ではございますが、皆様のご意見を聞きながら進めて参りたいと思います。 

最後になりますが、「できる人が できる時に できることを」というテーマを実現できる所沢小

学校ＰＴＡであること、本日の会議が短時間で終わることをご祈念申し上げ、冒頭のご挨拶にかえ

させていただきます。最後までよろしくお願いします。 

 
・渋谷後援会会長より 
  皆様、こんにちは。後援会でも、「できる人が できる時に できることを」という所の中、Ｐ

ＴＡと協力しながら、しっかり二人三脚という姿勢でやっていきたいと思います。引き続き皆さ

んよろしくお願いします。 
 
・戸村校長先生より 

皆様、こんにちは。本日はお忙しいところお集りいただきありがとうございます。 

今回の 2 度の臨時休業に際し、ありがたいことに「何故休校にするんだ。」といったご批判は１

件も私たちの所には届きませんでした。本当にありがたいことだと思います。今後も、子供たちの

健康と学びを止めないという事のバランスを取りながら学校運営を進めていきたいと思います。 

本日は少しだけお時間をください。「ＰＴＡいらないんじゃないの」というご意見をよく頂くよ

うなご時世になって参りました。 

私は、子供の教育の第一次的責任は保護者にあるという事を忘れてはならないと思っています。 

例えば学校に「私の言う事なんかちっとも聞かないで、宿題も全くやらないんです。先生どうに

かしてください。」「放課後お友達と遊んでいて、お金のトラブルがあったんです。」「うちの子まだ

学校から帰って来てないんです。」といったご連絡をいただきます。申し訳ありませんが、これら



はご家庭でご指導して頂く内容だと思います。もちろんご相談には乗りますし、一緒に解決に向け

て知恵を絞らせて頂ける内容もあります。 

逆に学校だけでも解決が難しいこともあります。その場合には学校の様子を保護者にお伝えし

て、解決方法を探っていきます。 

子どもたちの育成の一次的責任は保護者にあるけれども、保護者だけでやる事でもなく、学校だ

けでやるのでもなく、保護者と学校が手を取り合って健全に育てていく。だからＰＴＡが必要なん 

じゃないかと思います。 

学校の環境整備も行事の運営も、保護者と教職員が一緒にやることで子供はより幸せになりま

す。究極的なことを話すとＰＴＡは無くても何とかなるかもしれませんが、あった方が子供たちが

絶対に幸せだし、健やかな子は増える。そう思います。 

今、所沢小学校では、ＰＴＡ改革を進めています。これは私も大賛成です。でも学校と保護者が

手を取り合って、子供達を健やかに育てていく、この事は忘れてはならないと思います。本日もよ

ろしくお願いします。 

 

 
＊議事 
（１） 審議事項 
    １）令和４年度本部役員 
    ＊ご意見、ご質問なし 賛成多数で原案のとおり可決 
    ２）所沢小学校ＰＴＡ細則（常置委員会について） 
    ＊ご意見、ご質問なし 賛成多数で原案のとおり可決 
（２） 協議事項 
    １）令和４年度ＰＴＡ会費ならびに集金方法 
   （鶴田ＰＴＡ会長より説明） 

これまで年会費２４００円をお願いしていましたが、ＰＴＡ活動のスリム化、集金業務の軽

減、硬貨があると銀行等の手数料がかかるという事がありまして、現行の２４００円から２０

００円のＰＴＡ会費に変更したいと考えております。こちらは協議になりますので、是非皆様

から忌憚のないご意見を頂きまして、正式にきまるのは来年度の第１回運営委員会（５月）で、

もう一度お話をさせて頂き、そこで審議案件として採決を取らせて頂いた後、６月に予定され

ている総会で決定されると２０００円に減額される形になります。 
それに付随して参考資料等をいくつか付けさせていただいております。仮に２０００円の

会費にした場合の予算案を付けてありますが、こちらは２０００円にした場合の想定になり

ますので、また大幅に変わることもありますが、会費を２０００円にしても成立するという根

拠として載せております。具体的には２０００円にすると、３５万７２００円の収入が減にな

るという事になります。その中でできる予算割りをしてあります。この減額をするという事に

ついて、是非皆様には忌憚のないご意見を頂ければと思います。 
＊ＰＴＡ会費を２０００円に減額していく方向で確認。 
 

    ２）所沢小学校ＰＴＡ会則 
    （鶴田ＰＴＡ会長より説明） 

先ほどは所沢小学校ＰＴＡ細則の変更についてご審議ありがとうございました。それに伴

いまして、ＰＴＡの会則を変更しなければならないので、その資料を付けさせて頂きました。

そして先ほどご協議頂きました会費につきましては、皆さん反対のご意見はないとの事でし

たので、今後本部会等でより詰めていきたいと思います。正式に来年度（５月）の運営委員会

で話が決まった場合、会費についても会則に明記がありますので、そちらも変更になります。

赤字で変更箇所は資料につけてあります。こちらについてもご意見等あればよろしくお願い

します。 
    ＊原案資料のとおり、変更していく方向で確認 
 



 
（３） 確認事項 
    １）各組織活動報告 
    ＊ＰＴＡのＷＥＢサイトに各組織からの報告書がありますので、確認をお願いします。 

 
＊本部からの諸連絡 

 
（会計より）  

会計監査について４月１４日木曜日ランチルームで会計監査を行います。長と会計は必ず

印鑑をご持参ください。 
令和４年度支部長への連絡です。これから新年度の支部事業計画案を作成されると思いま

す。そこでＰＴＡ活動中の怪我や損害賠償を補償する保険である、所沢ＰＴＡ連合会総合保障

制度についてご説明いたします。この保険は所沢市ＰＴＡ連合会で団体契約している保険で

す。支部の事業計画案に記載されている活動や行事で万が一、事故が発生した場合に補償され

ます。事業計画案に記載されていない活動での事故については、行事開催のお知らせなど証明

する書類がないと補償対象外となりますので、ご注意願います。各案の書式は支部ごとにそれ

ぞれ違いますが、以下４項目を必ず記載して下さい。 
１ 年度 
２ 所沢小学校ＰＴＡ又は、所沢小ＰＴＡという記載をお願いします。 
３ ＰＴＡ会長名 令和４年度はＰＴＡ会長鶴田紳です。 
４ 支部名 
また、行事開催のお知らせの文書にはＰＴＡ会長と支部長の連盟で作成をして下さい。配布

したお知らせは年度内大切に保管しておいて下さい。５月の第１回運営委員会で書類を提出

して頂きますので、ご準備をお願いします。 
    

（本部より）  
令和４年度のタイムツリーへの登録並びに４月までの予定の入力ありがとうございました。

本日の運営委員会の開催から３カ月先（５月１８日）までの入力が可能となりますので、ご確

認お願いします。また連絡用グループ line にカレンダーの招待をお送り致しますので、まだ

の方はよろしくお願いします。 
 

 


